
 
広
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
三
年
広
島
県
条
例
第
三
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。

）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
十
九
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所 

二

試
験
科
目 

１

学
科
試
験 

㈠

水
産
食
品
の
衛
生
に
関
す
る
知
識 

㈡ 

ふ
ぐ
に
関
す
る
一
般
知
識 

２

実
技
試
験 

㈠

解
体
処
理 

㈡

可
食
部
分
及
び
不
可
食
部
分
の
分
類 

㈢

臓
器
の
鑑
別 

㈣

種
類
の
鑑
別 

三

受
験
資
格 

 
 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
（
条
例
附
則
第
四
項

の
規
定
に
よ
っ
て
学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
） 

四

受
験
定
員 

 
 

二
十
人
程
度 

五

受
験
手
続 

１

受
験
願
書
の
受
付
期
間 

 

令
和
四
年
十
月
十
一
日
（
火
）
か
ら
令
和
四
年
十
月
二
十
五
日
（
火
）
ま
で
（
受
付
時
間
は
、
午
前

八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
）
。
た
だ
し
、
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。 

郵
送
の
場
合
は
、
令
和
四
年
十
月
二
十
五
日
（
火
）
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。 

２

受
験
願
書
の
提
出
先 

受
験
願
書
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。 

受

験

者

の

区

分

提

出

先

業
務
地
が
広
島
県
内
（
広
島
市
、
呉
市
及
び

福
山
市
を
除
く
）
に
あ
る
者 

業
務
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
保
健
所 

（
「
十 

問
合
せ
先
」
参
照
） 

区

分

日

時

場

所

学
科
試
験 

令
和
四
年
一
一
月
二
五
日
（
金
） 

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時
ま
で

広
島
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

（
広
島
市
南
区
松
原
町
五
番
一
号
〔
Ｂ
Ｉ
Ｇ

Ｆ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｔ 

ひ
ろ
し
ま
五
階
〕
）

実
技
試
験 

令
和
四
年
一
一
月
二
五
日
（
金
） 

午
後
一
二
時
一
五
分
か
ら



業
務
地
が
広
島
県
外
、
広
島
市
、
呉
市
又
は

福
山
市
に
あ
り
、
住
所
地
が
広
島
県
内
（
広

島
市
、
呉
市
及
び
福
山
市
を
除
く
）
に
あ
る

者 

住
所
地
を
管
轄
す
る
保
健
所 

（
「
十 

問
合
せ
先
」
参
照
） 

業
務
地
及
び
住
所
地
が
広
島
県
外
、
広
島

市
、
呉
市
又
は
福
山
市
に
あ
る
者 

広
島
県
健
康
福
祉
局
食
品
生
活
衛
生
課 

（
〒
七
三
〇
―
八
五
一
一 

広
島
市
中
区
基
町
一

〇
番
五
二
号
） 

 

３ 

提
出
書
類 

 
 

㈠ 

受
験
願
書 

 
 

㈡ 

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
さ
れ
た
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
無
帽
か
つ
正
面
上
半
身
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。
） 

 
 

㈢ 

受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
卒
業
証
明
書
又
は
卒
業
証
書
若
し
く
は
資
格
認
定

書
の
写
し
。
た
だ
し
、
写
し
を
使
用
す
る
場
合
は
、
前
記
２
の
場
所
に
原
本
を
持
参
し
、
提
示
す
る

こ
と
。
） 

六 

受
験
手
数
料 

 
 

一
万
五
千
七
百
円 

 
  

こ
の
手
数
料
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
納
め
る
こ
と
。 

 
 

な
お
、
い
ず
れ
の
方
法
に
お
い
て
も
、
納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。 

１ 

現
金
に
よ
る
納
付 

手
数
料
一
万
五
千
七
百
円
分
の
現
金
を
受
講
願
に
添
え
て
、
申
請
窓
口
で
納
付
す
る
。 

 

２ 

納
付
書
に
よ
る
納
付 

 
 
 

所
定
の
手
続
に
よ
り
広
島
県
が
発
行
す
る
納
付
書
で
事
前
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
場
合
、
払
込
証
明
書
を
受
講
願
の
所
定
欄
に
貼
っ
て
提
出
す
る
こ
と
。 

七 

受
験
票
の
交
付 

 
 

受
験
票
は
、
試
験
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
直
接
本
人
に
送
付
す
る
。 

八 

携
行
品 

 
 

受
験
票
、
筆
記
用
具
、
ふ
ぐ
処
理
用
の
清
潔
な
服
装
、
調
理
用
具
（
包
丁
、
ふ
き
ん
、
軍
手
等
手
袋

〔
必
要
な
場
合
〕
） 

九 

合
格
者
の
発
表 

 
 

令
和
五
年
一
月
五
日
（
木
）
午
前
十
時
に
広
島
県
庁
前
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
ほ
か
、
広
島
県
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す
る
。
ま
た
、
受
験
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。 

十 

問
合
せ
先 

 
 

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
所
に
行
う
こ
と
。 

 
 

機
関
名 

住
所 

電
話
番
号 

管
轄
市
町 



西
部
保
健
所 

 
生
活
衛
生
課 

〒
七
三
八
―
〇
〇
〇
四 

廿
日
市
市
桜
尾
二
丁
目

二
番
六
八
号 

（
〇
八
二
九
）
―

三
二
―
一
一
八
一 

大
竹
市
、
廿
日
市
市 

西
部
保
健
所
広
島
支
所 

 

衛
生
環
境
課
食
品
薬
事
係 

〒
七
三
〇
―
〇
〇
一
一 

広
島
市
中
区
基
町
一
〇

番
五
二
号
農
林
庁
舎
一

階 

（
〇
八
二
）
―
二

二
八
―
二
一
一
一 

安
芸
高
田
市
、
府
中

町
、
海
田
町
、
熊
野

町
、
坂
町
、
安
芸
太

田
町
、
北
広
島
町 

西
部
保
健
所
呉
支
所 

 

衛
生
環
境
課 

〒
七
三
七
―
〇
八
一
一 

呉
市
西
中
央
一
丁
目
三

番
二
五
号 

（
〇
八
二
三
）
―

二
二
―
五
四
〇
〇 

江
田
島
市 

西
部
東
保
健
所 

 

生
活
衛
生
課 

〒
七
三
九
―
〇
〇
一
四 

東
広
島
市
西
条
昭
和
町

一
三
番
一
〇
号 

（
〇
八
二
）
―
四

二
二
―
六
九
一
一 

東
広
島
市
、
竹
原

市
、
大
崎
上
島
町 

東
部
保
健
所 

 

生
活
衛
生
課
食
品
衛
生
係 

〒
七
二
二
―
〇
〇
〇
二 

 

尾
道
市
古
浜
町
二
六
番

一
二
号 

（
〇
八
四
八
）
―

二
五
―
二
〇
一
一 

三
原
市
、
尾
道
市
、

世
羅
町 

東
部
保
健
所
福
山
支
所 

 

衛
生
環
境
課
食
品
薬
事
係 

〒
七
二
〇
―
八
五
一
一 

 

福
山
市
三
吉
町
一
丁
目

一
番
一
号 

（
〇
八
四
）
―
九

二
一
―
一
三
一
一 

府
中
市
、
神
石
高
原

町 

北
部
保
健
所 

 

生
活
衛
生
課 

〒
七
二
八
―
〇
〇
一
三 

三
次
市
十
日
市
東
四
丁

目
六
番
一
号 

（
〇
八
二
四
）
―

六
三
―
五
一
八
一 

三
次
市
、
庄
原
市 

健
康
福
祉
局
食
品
生
活
衛
生

課 

〒
七
三
〇
―
八
五
一
一 

広
島
市
中
区
基
町
十
番

五
十
二
号 

（
〇
八
二
）
―
五

一
三
―
三
一
〇
三 

右
に
掲
げ
る
以
外
の

地
域 

十
一 

そ
の
他 

 
 

受
験
願
書
の
請
求
は
、
前
記
五
２
の
場
所
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に

「
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
」
と
朱
書
し
、
八
十
四
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
、
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封

す
る
こ
と
。
ま
た
、
広
島
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


